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本
書
一
七
二
四
頁
の

〇
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
十
五
号
）
の
施
行
後
の
退
職
手
当
の

取
扱
い
に
つ
い
て
（
通
知
）（
抄
）

に
つ
い
て
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
お

詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。
訂
正

箇
所
は
、

を
引
い
た
箇
所
で
す
。

（
株
）学
陽
書
房
編
集
部

〇
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
七
年
法
律
第
百
十
五

号
）
の
施
行
後
の
退
職
手
当

の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
通

知
）（
抄
）

平
一
八
・
三
・
一
四

総
人
恩
総
二
〇
四

最
終
改
正

平
二
二
・
三
・
三
一
総
人
恩
総
三
三
七

標
記
に
つ
い
て
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
第
六
条
第
二
項
、

第
六
条
の
二
及
び
別
表
第
一
並
び
に
国
家
公
務
員
退
職
手

当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置

に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
十
号
）
第
二
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
下
記
の
と
お
り
定
め
、
平
成
十
八
年

四
月
一
日
以
降
、
こ
れ
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
の

で
、
通
知
し
ま
す
。

記

第
一

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
第
六
条
第
二
項

関
係

１

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
以
下
「
施
行

令
」
と
い
う
。）
第
六
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す

る
総
務
大
臣
の
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

�

学
術
の
調
査
、
研
究
又
は
指
導
へ
の
従
事
が
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
に
つ
き
、
休
職

の
期
間
の
初
日
の
前
日
（
休
職
の
期
間
が
更
新
さ

れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更
新
さ
れ
た
休
職
の
期

間
の
初
日
の
前
日
）
ま
で
に
、
各
省
各
庁
の
長
等

が
総
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
い
た
こ
と
。

イ

相
当
程
度
高
度
な
学
術
の
調
査
、
研
究
又
は

指
導
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

そ
の
成
果
に
よ
っ
て
休
職
の
期
間
の
終
了
後

に
お
い
て
も
公
務
の
能
率
的
な
運
営
に
特
に
資

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

�

学
術
の
調
査
、
研
究
又
は
指
導
へ
の
従
事
が
、

法
人
の
要
請
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
。

�

学
術
の
調
査
、
研
究
又
は
指
導
へ
の
従
事
に

よ
っ
て
退
職
し
た
者
が
法
人
か
ら
退
職
手
当
（
こ

れ
に
相
当
す
る
給
付
を
含
む
。）
の
支
給
を
受
け

て
い
な
い
こ
と
。

２

休
職
の
期
間
の
初
日
（
休
職
の
期
間
が
更
新
さ
れ

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更
新
さ
れ
た
休
職
の
期
間
の

初
日
）
が
平
成
十
八
年
四
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
お

け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一

号
中
「
休
職
の
期
間
の
初
日
の
前
日
（
休
職
の
期
間

が
更
新
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更
新
さ
れ
た
休

職
の
期
間
の
初
日
の
前
日
）
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、

「
休
職
の
期
間
の
初
日
（
休
職
の
期
間
が
更
新
さ
れ

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更
新
さ
れ
た
休
職
の
期
間
の

初
日
）」
と
す
る
。

３

裁
判
所
職
員
の
休
職
又
は
国
会
職
員
の
休
職
に
係

る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一

号
中
「
該
当
す
る
こ
と
に
つ
き
、
休
職
の
期
間
の
初

日
の
前
日
（
休
職
の
期
間
が
更
新
さ
れ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
更
新
さ
れ
た
休
職
の
期
間
の
初
日
の
前

日
）
ま
で
に
、
各
省
各
庁
の
長
等
が
総
務
大
臣
の
承
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認
を
受
け
て
い
た
こ
と
。」
と
あ
る
の
は
、「
該
当
す

る
こ
と
。」
と
す
る
。

第
二

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
第
六
条
の
二
関

係１

退
職
し
た
者
の
基
礎
在
職
期
間
に
施
行
令
第
六
条

の
二
第
一
号
の
特
定
基
礎
在
職
期
間
が
含
ま
れ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

当
該
特
定
基
礎
在
職
期
間
に
連
続
す
る
職
員
と
し
て

の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
の
初
日
に
そ
の
者
が
従
事

し
て
い
た
職
務
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
特
定
基
礎
在

職
期
間
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
と
し

て
在
職
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。

�

一
般
職
給
与
法
（
他
の
法
令
に
お
い
て
、
引
用

し
、
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。

以
下
同
じ
。）
の
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け

る
職
員
が
従
事
す
る
職
務
、
裁
判
官
の
職
務
、
検

察
官
の
職
務
及
び
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
。

以
下
「
特
別
職
給
与
法
」
と
い
う
。）
第
一
条
各

号
に
掲
げ
る
特
別
職
の
職
員
（
同
条
第
七
十
三
号

に
掲
げ
る
職
員
及
び
第
七
十
四
号
に
掲
げ
る
職
員

で
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二

十
二
年
十
月
十
六
日
両
院
議
長
決
定
。
以
下
「
国

会
職
員
給
与
規
程
」
と
い
う
。）
の
特
別
給
料
表

又
は
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
以
外

の
も
の
を
除
く
。）
が
従
事
す
る
職
務
（
以
下

「
特
定
職
務
」
と
い
う
。）

当
該
特
定
基
礎
在

職
期
間
の
直
前
の
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在

職
期
間
の
末
日
に
そ
の
者
が
従
事
し
て
い
た
職
務

と
同
種
の
職
務
に
従
事
す
る
職
員

�

特
定
職
務
以
外
の
職
務

当
該
職
務
と
同
種
の

職
務
に
従
事
す
る
職
員

２

退
職
し
た
者
の
基
礎
在
職
期
間
に
施
行
令
第
六
条

の
二
第
二
号
の
特
定
基
礎
在
職
期
間
が
含
ま
れ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

当
該
特
定
基
礎
在
職
期
間
に
連
続
す
る
職
員
と
し
て

の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
の
初
日
に
そ
の
者
が
従
事

し
て
い
た
職
務
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
特
定
基
礎
在

職
期
間
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
と
し

て
在
職
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。

�

特
定
職
務

当
該
特
定
基
礎
在
職
期
間
に
そ
の

者
が
現
に
従
事
し
て
い
た
職
務
又
は
業
務
が
当
該

特
定
基
礎
在
職
期
間
を
通
じ
て
お
お
む
ね
一
種
類

の
職
員
が
従
事
す
る
職
務
と
類
似
し
て
い
る
も
の

で
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
職
員
が
従
事
す

る
職
務
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
総
務
大

臣
が
決
定
す
る
職
務
に
従
事
す
る
職
員

�

特
定
職
務
以
外
の
職
務

当
該
職
務
と
同
種
の

職
務
に
従
事
す
る
職
員

３

退
職
し
た
者
が
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
基
礎

在
職
期
間
に
お
い
て
前
二
項
各
号
に
定
め
る
職
員
と

し
て
在
職
し
て
い
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
、

当
該
特
定
基
礎
在
職
期
間
の
初
日
の
属
す
る
月
か
ら

当
該
特
定
基
礎
在
職
期
間
の
末
日
の
属
す
る
月
ま
で

の
各
月
に
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
員
の
区
分
を
決

め
る
の
に
必
要
な
官
職
の
職
制
上
の
段
階
、
職
務
の

級
、
階
級
そ
の
他
職
員
の
職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び

責
任
の
度
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
職
務
の
級
、
階

級
、
号
俸
又
は
俸
給
月
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定

基
礎
在
職
期
間
に
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
初
任
給
の
決
定
、
昇
格
、
昇
給
等
に
関
す
る
規
定

の
例
に
よ
り
定
め
る
。

４

退
職
し
た
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
基
礎

在
職
期
間
に
お
い
て
同
項
各
号
に
定
め
る
職
員
と
し

て
在
職
し
て
い
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
当
該

特
定
基
礎
在
職
期
間
の
初
日
の
属
す
る
月
か
ら
当
該

特
定
基
礎
在
職
期
間
の
末
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
各

月
に
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
員
の
区
分
を
決
め
る

の
に
必
要
な
官
職
の
職
制
上
の
段
階
、
職
務
の
級
、

階
級
そ
の
他
職
員
の
職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任

の
度
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
一
般
職
給
与
法
第
十

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
特
別
調
整
額

（
こ
れ
に
準
ず
る
額
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
俸
給
の
特
別
調
整
額
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
限

り
、
そ
の
者
は
、
当
該
特
定
基
礎
在
職
期
間
に
お
い

て
、
当
該
特
定
基
礎
在
職
期
間
の
直
前
の
職
員
と
し

て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
の
末
日
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
特
定
基
礎
在
職
期
間
の
直
前
の
日
」
と

い
う
。）
に
そ
の
者
が
占
め
て
い
た
官
職
に
応
じ
た

俸
給
の
特
別
調
整
額
の
区
分
（
平
成
八
年
四
月
一
日

か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い

て
適
用
さ
れ
て
い
た
人
事
院
規
則
九
―
十
七
（
俸
給

の
特
別
調
整
額
）
第
二
条
に
規
定
す
る
区
分
及
び
平

成
十
九
年
四
月
一
日
以
後
適
用
さ
れ
て
い
る
同
規
則

第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
と
当
該
特
定
基
礎
在
職
期
間
に
連
続
す
る
職

員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
の
初
日
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
基
礎
在
職
期
間
に
連
続
す

る
日
」
と
い
う
。）
に
そ
の
者
が
占
め
て
い
た
官
職

に
応
じ
た
俸
給
の
特
別
調
整
額
の
区
分
の
う
ち
い
ず

れ
か
低
い
区
分
に
よ
る
俸
給
の
特
別
調
整
額
の
支
給

を
受
け
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。
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�

特
定
基
礎
在
職
期
間
の
直
前
の
日
に
そ
の
者
が

従
事
し
て
い
た
職
務
と
特
定
基
礎
在
職
期
間
に
連

続
す
る
日
に
そ
の
者
が
従
事
し
て
い
た
職
務
が
同

種
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

�

特
定
基
礎
在
職
期
間
の
直
前
の
日
及
び
特
定
基

礎
在
職
期
間
に
連
続
す
る
日
に
そ
の
者
が
属
す
る

職
務
の
級
が
同
一
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
が
俸

給
の
特
別
調
整
額
の
支
給
を
受
け
て
い
た
こ
と
。

５

退
職
し
た
者
が
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
特
定
基
礎
在
職
期
間
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
項
の
各

号
に
定
め
る
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
も
の
と
み

な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
基
礎
在
職
期
間
中

の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
に
関
し
て
行
わ
れ
た
処

分
又
は
行
為
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
に
関
し

て
行
わ
れ
た
処
分
又
は
行
為
と
み
な
す
。

�

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

六
十
一
号
）
第
五
十
五
条
の
二
た
だ
し
書
若
し
く

は
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
六

条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
休
職
の
期
間
、

法
人
の
就
業
規
則
等
に
定
め
ら
れ
て
い
る
休
職
で

労
働
組
合
業
務
に
専
ら
従
事
す
る
た
め
の
も
の
の

期
間
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項

に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
又
は
法
人

の
就
業
規
則
等
に
定
め
ら
れ
て
い
る
休
業
で
国
家

公
務
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
九
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に

規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
に
相
当
す
る
も
の
の

期
間

施
行
令
第
六
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す

る
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間

�

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
育
児
休
業
の
期
間
（
当
該
育
児
休
業

に
係
る
子
が
一
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で

の
期
間
に
限
る
。）、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育

児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す

る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
五
条

の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
の
期
間
（
当
該
育
児
休

業
に
係
る
子
が
一
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
ま

で
の
期
間
に
限
る
。）、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業

等
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育

児
短
時
間
勤
務
の
期
間
又
は
法
人
の
就
業
規
則
等

に
定
め
ら
れ
て
い
る
短
時
間
勤
務
で
国
家
公
務
員

の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律

第
百
九
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児

短
時
間
勤
務
に
相
当
す
る
も
の
の
期
間

施
行
令

第
六
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
現
実
に
職
務

を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間

�

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す

る
休
職
の
期
間
（
公
務
上
の
傷
病
に
よ
る
休
職
及

び
通
勤
に
よ
る
傷
病
に
よ
る
休
職
の
期
間
を
除

く
。）、
同
法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
基
づ
き
条
例

で
規
定
す
る
休
職
の
期
間
（
地
方
公
務
員
を
施
行

令
第
六
条
で
定
め
る
法
人
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る

た
め
の
休
職
の
期
間
を
除
く
。）、
同
法
第
二
十
九

条
に
規
定
す
る
停
職
の
期
間
、
外
国
の
地
方
公
共

団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
地
方
公

務
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年

法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
派
遣

の
期
間
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
休
業
の
期

間
（
前
号
に
掲
げ
る
期
間
を
除
く
。）、
公
益
的
法

人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
職
員
派
遣
の
期
間
、
法
人
の
就

業
規
則
等
に
定
め
ら
れ
て
い
る
休
職
の
期
間
（
第

一
号
に
掲
げ
る
期
間
並
び
に
業
務
上
の
傷
病
に
よ

る
休
職
及
び
通
勤
に
よ
る
傷
病
に
よ
る
休
職
の
期

間
を
除
く
。）
若
し
く
は
停
職
の
期
間
（
こ
れ
に

相
当
す
る
出
勤
停
止
の
期
間
を
含
む
。）
又
は
育

児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行

う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
規
定

に
よ
る
育
児
休
業
の
期
間
（
前
号
に
掲
げ
る
期
間

を
除
く
。）

施
行
令
第
六
条
第
三
項
第
三
号
に

規
定
す
る
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い

期
間

第
三

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
別
表
第
一
関
係

１

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
一
号
区
分
の
項
第
十

号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
別
表

第
一
イ
の
表
第
一
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
二
イ

の
表
第
一
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
六
イ
の
表
第

一
号
区
分
の
項
、
別
表
第
九
イ
の
表
第
一
号
区
分
の

項
及
び
別
表
第
十
四
イ
の
表
第
一
号
区
分
の
項
各
号

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

２

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
二
号
区
分
の
項
第
十

三
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
別

表
第
一
イ
の
表
第
二
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
二

イ
の
表
第
二
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
六
イ
の
表

第
二
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
六
ロ
の
表
第
二
号

区
分
の
項
、
別
表
第
九
イ
の
表
第
二
号
区
分
の
項
及

び
別
表
第
十
四
イ
の
表
第
二
号
区
分
の
項
に
掲
げ
る

者
と
す
る
。

３

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
三
号
区
分
の
項
各
号
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に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
三
号
区
分
の
項
第

八
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
旧
防

衛
庁
給
与
法
の
自
衛
官
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
陸
将
補
、
海
将
補
及
び
空
将
補
の
�
欄

に
掲
げ
る
俸
給
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の
の
う
ち
、

陸
将
補
、
海
将
補
又
は
空
将
補
以
上
の
階
級
に

あ
っ
た
期
間
が
三
十
月
を
超
え
て
い
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
三
号
区
分
の
項
第

九
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

別

表
第
一
イ
の
表
第
三
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第

二
イ
の
表
第
三
号
区
分
の
項
、
別
表
第
六
イ
の
表

第
三
号
区
分
の
項
各
号
及
び
別
表
第
六
ロ
の
表
第

三
号
区
分
の
項
に
掲
げ
る
者

４

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
各
号

に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
第

六
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般

職
給
与
法
の
海
事
職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
七
級
で
あ
っ

た
も
の
の
う
ち
、
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八

年
三
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
特
別
調
整
額
で
そ
の
額

が
俸
給
月
額
に
百
分
の
二
十
五
の
支
給
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
で
あ
る
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
額
を

含
む
。）
の
支
給
を
受
け
て
い
た
も
の
と
す
る
。

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
第

七
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
六
年
十
月
以
前
の
一
般

職
給
与
法
の
教
育
職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
っ

た
も
の
の
う
ち
、
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
六

年
十
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
特
別
調
整
額
で
そ
の
額

が
俸
給
月
額
に
百
分
の
二
十
五
の
支
給
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
で
あ
る
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
額
を

含
む
。）
の
支
給
を
受
け
て
い
た
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
六
年
十
月
以

前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
期
末
手
当
で
そ
の
計
算
の
基
礎
と
さ
れ

る
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
一

般
職
給
与
法
（
以
下
「
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成

十
三
年
三
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
」
と
い

う
。）
第
十
九
条
の
四
第
四
項
又
は
平
成
十
三
年

四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
二
十
七
日
ま
で

の
間
に
適
用
さ
れ
て
い
た
一
般
職
給
与
法
（
以
下

「
平
成
十
三
年
四
月
以
後
平
成
十
六
年
十
月
以
前

の
一
般
職
給
与
法
」
と
い
う
。）
第
十
九
条
の
四

第
五
項
に
規
定
す
る
人
事
院
規
則
で
定
め
る
割
合

が
百
分
の
二
十
で
あ
っ
た
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る

手
当
を
含
む
。）
の
支
給
を
受
け
る
者
で
あ
っ
た

も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
第

八
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
十
六
年
十
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一

般
職
給
与
法
の
教
育
職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で

あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
平
成
十
六
年
十
月
以
後
平

成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
特
別
調
整
額
で

そ
の
額
が
俸
給
月
額
に
百
分
の
二
十
五
の
支
給
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
で
あ
る
も
の
（
こ
れ
に
準
ず

る
額
を
含
む
。）
の
支
給
を
受
け
て
い
た
も
の
で

あ
り
、
か
つ
、
平
成
十
六
年
十
月
以
後
平
成
十
八

年
三
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
で
そ
の
計
算
の
基

礎
と
さ
れ
る
平
成
十
六
年
十
月
以
後
平
成
十
八
年

三
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
五

項
に
規
定
す
る
人
事
院
規
則
で
定
め
る
割
合
が
百

分
の
二
十
で
あ
っ
た
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当

を
含
む
。）
の
支
給
を
受
け
る
者
で
あ
っ
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
第

九
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般

職
給
与
法
の
研
究
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
て
い

た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
っ
た

も
の
の
う
ち
、
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年

三
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
特
別
調
整
額
で
そ
の
額
が

俸
給
月
額
に
百
分
の
二
十
五
の
支
給
割
合
を
乗
じ

て
得
た
額
で
あ
る
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
額
を
含

む
。）
の
支
給
を
受
け
て
い
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
第

十
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般

職
給
与
法
の
医
療
職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て
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い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ

た
も
の
の
う
ち
、
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八

年
三
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
特
別
調
整
額
で
そ
の
額

が
俸
給
月
額
に
百
分
の
二
十
五
の
支
給
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
で
あ
る
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
額
を

含
む
。）
の
支
給
を
受
け
て
い
た
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
期
末
手
当
で
そ
の
計
算
の
基
礎
と
さ
れ

る
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
三
年
三
月
以
前
の

一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
四
項
又
は
平
成

十
三
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般

職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
人

事
院
規
則
で
定
め
る
割
合
が
百
分
の
二
十
で
あ
っ

た
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。）
の
支

給
を
受
け
る
者
で
あ
っ
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
第

二
十
一
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

別
表
第
一
イ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
各
号
、
別

表
第
二
イ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第

三
イ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
、
別
表
第
四
イ
の
表

第
四
号
区
分
の
項
、
別
表
第
五
イ
の
表
第
四
号
区

分
の
項
、
別
表
第
六
イ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
各

号
、
別
表
第
六
ロ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
各
号
、

別
表
第
七
イ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
、
別
表
第
八

イ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
、
別
表
第
九
イ
の
表
第

四
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
十
一
イ
の
表
第
四

号
区
分
の
項
、
別
表
第
十
三
イ
の
表
第
四
号
区
分

の
項
、
別
表
第
十
四
イ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
各

号
及
び
別
表
第
十
五
イ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
に

掲
げ
る
者

５

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
各
号

に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
第

七
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
六
年
十
月
以
前
の
一
般

職
給
与
法
の
教
育
職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
っ

た
も
の
の
う
ち
、
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
六

年
十
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
で
そ
の
計
算
の
基

礎
と
さ
れ
る
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
三
年
三

月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
四
項

又
は
平
成
十
三
年
四
月
以
後
平
成
十
六
年
十
月
以

前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
五
項
に
規

定
す
る
人
事
院
規
則
で
定
め
る
割
合
が
百
分
の
二

十
で
あ
っ
た
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含

む
。）
の
支
給
を
受
け
る
者
で
あ
っ
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
第

八
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
十
六
年
十
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一

般
職
給
与
法
の
教
育
職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で

あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
平
成
十
六
年
十
月
以
後
平

成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
で
そ
の
計

算
の
基
礎
と
さ
れ
る
平
成
十
六
年
十
月
以
後
平
成

十
八
年
三
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の

四
第
五
項
に
規
定
す
る
人
事
院
規
則
で
定
め
る
割

合
が
百
分
の
二
十
で
あ
っ
た
も
の
（
こ
れ
に
準
ず

る
手
当
を
含
む
。）
の
支
給
を
受
け
る
者
で
あ
っ

た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
第

九
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般

職
給
与
法
の
研
究
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
て
い

た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
っ
た

も
の
の
う
ち
、
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年

三
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
特
別
調
整
額
で
そ
の
額
が

俸
給
月
額
に
百
分
の
二
十
の
支
給
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
で
あ
る
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
額
を
含

む
。）
の
支
給
を
受
け
て
い
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
第

十
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般

職
給
与
法
の
医
療
職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ

た
も
の
の
う
ち
、
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八

年
三
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
で
そ
の
計
算
の
基

礎
と
さ
れ
る
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
三
年
三

月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
四
項

又
は
平
成
十
三
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
五
項
に
規

定
す
る
人
事
院
規
則
で
定
め
る
割
合
が
百
分
の
二

十
で
あ
っ
た
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含

む
。）
の
支
給
を
受
け
る
者
で
あ
っ
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
第

二
十
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
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別
表
第
一
イ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表

第
二
イ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
三

イ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
、
別
表
第
四
イ
の
表
第

五
号
区
分
の
項
、
別
表
第
五
イ
の
表
第
五
号
区
分

の
項
、
別
表
第
六
イ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
各
号
、

別
表
第
六
ロ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表

第
七
イ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
八

イ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
九
イ
の

表
第
五
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
十
イ
の
表
第

五
号
区
分
の
項
、
別
表
第
十
一
イ
の
表
第
五
号
区

分
の
項
、
別
表
第
十
三
イ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
、

別
表
第
十
四
イ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
及
び
別
表

第
十
五
イ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
に
掲
げ
る
者

６

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
各
号

に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
第

六
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般

職
給
与
法
の
海
事
職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
六
級
で
あ
っ

た
も
の
の
う
ち
、
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八

年
三
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
特
別
調
整
額
で
そ
の
額

が
俸
給
月
額
に
百
分
の
二
十
以
上
の
支
給
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
で
あ
る
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
額

を
含
む
。）
の
支
給
を
受
け
て
い
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
第

九
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般

職
給
与
法
の
研
究
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
て
い

た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
っ
た

も
の
の
う
ち
、
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年

三
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
特
別
調
整
額
で
そ
の
額
が

俸
給
月
額
に
百
分
の
十
六
の
支
給
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
で
あ
る
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
額
を
含

む
。）
の
支
給
を
受
け
て
い
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
第

二
十
四
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

別
表
第
一
イ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
、
別
表
第

二
イ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
三
イ

の
表
第
六
号
区
分
の
項
、
別
表
第
四
イ
の
表
第
六

号
区
分
の
項
、
別
表
第
五
イ
の
表
第
六
号
区
分
の

項
、
別
表
第
六
イ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
各
号
、

別
表
第
六
ロ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表

第
七
イ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
八

イ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
九
イ
の

表
第
六
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
十
イ
の
表
第

六
号
区
分
の
項
、
別
表
第
十
一
イ
の
表
第
六
号
区

分
の
項
各
号
、
別
表
第
十
二
イ
の
表
第
六
号
区
分

の
項
、
別
表
第
十
三
イ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
、

別
表
第
十
四
イ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
各
号
及
び

別
表
第
十
五
イ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
に
掲
げ
る

者

７

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
各
号

に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
第

七
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
六
年
十
月
以
前
の
一
般

職
給
与
法
の
教
育
職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ

た
も
の
の
う
ち
、
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
六

年
十
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
で
そ
の
計
算
の
基

礎
と
さ
れ
る
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
三
年
三

月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
四
項

又
は
平
成
十
三
年
四
月
以
後
平
成
十
六
年
十
月
以

前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
五
項
に
規

定
す
る
人
事
院
規
則
で
定
め
る
割
合
が
百
分
の
十

五
で
あ
っ
た
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含

む
。）
の
支
給
を
受
け
る
者
で
あ
っ
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
第

八
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
十
六
年
十
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一

般
職
給
与
法
の
教
育
職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で

あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
平
成
十
六
年
十
月
以
後
平

成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
で
そ
の
計

算
の
基
礎
と
さ
れ
る
平
成
十
六
年
十
月
以
後
平
成

十
八
年
三
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の

四
第
五
項
に
規
定
す
る
人
事
院
規
則
で
定
め
る
割

合
が
百
分
の
十
五
で
あ
っ
た
も
の
（
こ
れ
に
準
ず

る
手
当
を
含
む
。）
の
支
給
を
受
け
る
者
で
あ
っ

た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
第

二
十
四
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

別
表
第
一
イ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
、
別
表
第

二
イ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
三
イ

その他 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律（平成１７年法律第１１５号）の施行後の退職手当の取扱いについて（通知）（抄）



1730

の
表
第
七
号
区
分
の
項
、
別
表
第
四
イ
の
表
第
七

号
区
分
の
項
、
別
表
第
五
イ
の
表
第
七
号
区
分
の

項
、
別
表
第
六
イ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
各
号
、

別
表
第
六
ロ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表

第
七
イ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
八

イ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
九
イ
の

表
第
七
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
十
イ
の
表
第

七
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
十
一
イ
の
表
第
七

号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
十
二
イ
の
表
第
七
号

区
分
の
項
、
別
表
第
十
三
イ
の
表
第
七
号
区
分
の

項
、
別
表
第
十
四
イ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
各
号

及
び
別
表
第
十
五
イ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
に
掲

げ
る
者

８

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
各
号

に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
号

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の

と
す
る
。

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
第

二
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般

職
給
与
法
の
行
政
職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
六
級
で
あ
っ

た
も
の
の
う
ち
、
三
人
以
上
の
職
種
の
長
（
平
成

八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
人
事
院
規

則
九
―
八
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）

の
行
政
職
俸
給
表
�
級
別
標
準
職
務
表
に
規
定
す

る
電
話
交
換
手
の
組
長
、
作
業
船
の
船
長
、
機
関

長
、
甲
板
長
若
し
く
は
操
機
長
、
一
般
技
能
職
員

の
職
長
、
家
政
職
員
の
主
任
、
車
庫
長
又
は
守
衛

長
若
し
く
は
巡
視
長
（
人
事
院
規
則
が
適
用
さ
れ

る
者
以
外
の
者
で
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含

む
。）
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
職
に
あ
る
こ
と
が

発
令
内
容
等
か
ら
確
認
で
き
る
も
の
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）（
二
人
の
職
種
の
長

と
当
該
二
人
の
職
種
の
長
の
直
接
指
揮
監
督
す
る

者
が
合
わ
せ
て
お
お
む
ね
十
人
以
上
で
あ
っ
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
二
人
の
職
種
の
長
）
を
直
接
指

揮
監
督
す
る
職
務
に
従
事
し
て
い
た
者
（
そ
の
事

実
が
発
令
内
容
等
か
ら
確
認
で
き
る
も
の
に
限

る
。）

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
第

三
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般

職
給
与
法
の
専
門
行
政
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で

あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成

十
八
年
三
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
特
別
調
整
額
で
そ

の
額
が
俸
給
月
額
に
百
分
の
十
以
上
の
支
給
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
で
あ
る
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る

額
を
含
む
。）
の
支
給
を
受
け
て
い
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
第

十
四
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一

般
職
給
与
法
の
医
療
職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
二
級
で

あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成

十
八
年
三
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
特
別
調
整
額
で
そ

の
額
が
俸
給
月
額
に
百
分
の
十
以
上
の
支
給
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
で
あ
る
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る

額
を
含
む
。）
の
支
給
を
受
け
て
い
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
第

十
五
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一

般
職
給
与
法
の
医
療
職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五
級
で

あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成

十
八
年
三
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
特
別
調
整
額
で
そ

の
額
が
俸
給
月
額
に
百
分
の
十
二
以
上
の
支
給
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
で
あ
る
も
の
（
こ
れ
に
準
ず

る
額
を
含
む
。）
の
支
給
を
受
け
て
い
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
第

十
七
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平
成
十
二
年
一
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の

一
般
職
給
与
法
の
福
祉
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で

あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
平
成
十
二
年
一
月
以
後
平

成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
特
別
調
整
額
で

そ
の
額
が
俸
給
月
額
に
百
分
の
十
二
以
上
の
支
給

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
で
あ
る
も
の
（
こ
れ
に
準

ず
る
額
を
含
む
。）
の
支
給
を
受
け
て
い
た
も
の

	

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
第

二
十
二
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
三
年
一
月
以
前
の

旧
防
衛
庁
給
与
法
の
参
事
官
等
俸
給
表
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
一
級

で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
同
表
の
一
級
の
欄
七
号

俸
の
俸
給
月
額
以
上
の
俸
給
月
額
を
受
け
て
い
た

も
の
で
、
か
つ
、
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
三
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年
一
月
以
前
の
旧
防
衛
庁
給
与
法
第
十
八
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
で
そ
の
計
算
の

基
礎
と
さ
れ
る
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
九

年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
適
用
さ

れ
て
い
た
旧
防
衛
庁
給
与
法
施
行
令
（
防
衛
庁
設

置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年

政
令
第
三
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

防
衛
庁
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）
第
十
二
条
の
五
第
二
項
又
は

平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
一
月
五
日

ま
で
の
間
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
旧
防
衛
庁

給
与
法
施
行
令
（
以
下
「
平
成
十
年
一
月
以
後
平

成
十
三
年
一
月
以
前
の
旧
防
衛
庁
給
与
法
施
行

令
」
と
い
う
。）
第
十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定

す
る
割
合
が
百
分
の
九
で
あ
っ
た
も
の
の
支
給
を

受
け
る
者
で
あ
っ
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
第

二
十
三
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平
成
十
三
年
一
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前

の
旧
防
衛
庁
給
与
法
の
防
衛
参
事
官
等
俸
給
表
の

適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級

が
一
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
同
表
の
一
級
の

欄
七
号
俸
の
俸
給
月
額
以
上
の
俸
給
月
額
を
受
け

て
い
た
も
の
で
、
か
つ
、
平
成
十
三
年
一
月
以
後

平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
旧
防
衛
庁
給
与
法
第
十

八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
で
そ

の
計
算
の
基
礎
と
さ
れ
る
平
成
十
三
年
一
月
六
日

か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お

い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
旧
防
衛
庁
給
与
法
施
行
令

（
以
下
「
平
成
十
三
年
一
月
以
後
平
成
十
八
年
三

月
以
前
の
旧
防
衛
庁
給
与
法
施
行
令
」
と
い

う
。）
第
十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
割
合

が
百
分
の
九
で
あ
っ
た
も
の
の
支
給
を
受
け
る
者

で
あ
っ
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
第

二
十
八
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

別
表
第
二
イ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
各
号
、
別

表
第
三
イ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
、
別
表
第
四
イ

の
表
第
八
号
区
分
の
項
、
別
表
第
五
イ
の
表
第
八

号
区
分
の
項
、
別
表
第
六
イ
の
表
第
八
号
区
分
の

項
各
号
、
別
表
第
六
ロ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
各

号
、
別
表
第
七
イ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
各
号
、

別
表
第
八
イ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表

第
九
イ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
十

イ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
十
一
イ

の
表
第
八
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
十
二
イ
の

表
第
八
号
区
分
の
項
、
別
表
第
十
三
イ
の
表
第
八

号
区
分
の
項
、
別
表
第
十
四
イ
の
表
第
八
号
区
分

の
項
各
号
及
び
別
表
第
十
五
イ
の
表
第
八
号
区
分

の
項
に
掲
げ
る
者

９

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
各
号

に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
第

五
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般

職
給
与
法
の
公
安
職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
又
は
五

級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
皇
宮
警
部
補
以
上
の

階
級
に
あ
っ
た
期
間
が
百
五
十
六
月
を
超
え
る
皇

宮
護
衛
官
、
副
看
守
長
以
上
の
階
級
に
あ
っ
た
期

間
が
百
二
十
月
を
超
え
る
刑
務
官
又
は
警
備
士
以

上
の
階
級
に
あ
っ
た
期
間
が
二
十
四
月
を
超
え
る

入
国
警
備
官
で
あ
っ
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
第

二
十
三
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
三
年
一
月
以
前
の

旧
防
衛
庁
給
与
法
の
参
事
官
等
俸
給
表
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
一
級

で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
平
成
八
年
四
月
以
後
平

成
十
三
年
一
月
以
前
の
旧
防
衛
庁
給
与
法
第
十
八

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
で
そ
の

計
算
の
基
礎
と
さ
れ
る
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

適
用
さ
れ
て
い
た
旧
防
衛
庁
給
与
法
施
行
令
第
十

二
条
の
五
第
二
項
又
は
平
成
十
年
一
月
以
後
平
成

十
三
年
一
月
以
前
の
旧
防
衛
庁
給
与
法
施
行
令
第

十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
割
合
が
百
分
の

九
で
あ
っ
た
も
の
の
支
給
を
受
け
る
者
で
あ
っ
た

も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
第

二
十
四
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平
成
十
三
年
一
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前

の
旧
防
衛
庁
給
与
法
の
防
衛
参
事
官
等
俸
給
表
の

適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級

が
一
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
平
成
十
三
年
一

月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
旧
防
衛
庁
給
与

法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手

当
で
そ
の
計
算
の
基
礎
と
さ
れ
る
平
成
十
三
年
一

月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
旧
防
衛
庁
給
与
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法
施
行
令
第
十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
割

合
が
百
分
の
九
で
あ
っ
た
も
の
の
支
給
を
受
け
る

者
で
あ
っ
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
第

二
十
五
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平
成
十
六
年
十
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前

の
旧
防
衛
庁
給
与
法
の
自
衛
隊
教
官
俸
給
表
の
適

用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

一
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
平
成
十
六
年
十
月

以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
旧
防
衛
庁
給
与
法

第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当

で
そ
の
計
算
の
基
礎
と
さ
れ
る
平
成
十
六
年
十
月

二
十
八
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
旧
防
衛
庁
給
与

法
施
行
令
（
以
下
「
平
成
十
六
年
十
月
以
後
平
成

十
八
年
三
月
以
前
の
旧
防
衛
庁
給
与
法
施
行
令
」

と
い
う
。）
第
十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る

割
合
が
百
分
の
十
で
あ
っ
た
も
の
の
支
給
を
受
け

る
者
で
あ
っ
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
第

二
十
八
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

別
表
第
二
イ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
各
号
、
別

表
第
三
イ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第

四
イ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
、
別
表
第
五
イ
の
表

第
九
号
区
分
の
項
、
別
表
第
六
イ
の
表
第
九
号
区

分
の
項
各
号
、
別
表
第
六
ロ
の
表
第
九
号
区
分
の

項
各
号
、
別
表
第
七
イ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
各

号
、
別
表
第
九
イ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
各
号
、

別
表
第
十
イ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表

第
十
一
イ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第

十
二
イ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
、
別
表
第
十
三
イ

の
表
第
九
号
区
分
の
項
、
別
表
第
十
四
イ
の
表
第

九
号
区
分
の
項
各
号
及
び
別
表
第
十
五
イ
の
表
第

九
号
区
分
の
項
に
掲
げ
る
者

１０

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
各
号

に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
第

二
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般

職
給
与
法
の
行
政
職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で
あ
っ

た
も
の
の
う
ち
、
昭
和
六
十
年
六
月
三
十
日
以
前

に
適
用
さ
れ
て
い
た
一
般
職
給
与
法
（
以
下
「
昭

和
六
十
年
六
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
」
と
い

う
。）
の
行
政
職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い

た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
等
級
が
二
等
級
以
上

の
等
級
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
も
の
又
は
昭
和

六
十
年
七
月
一
日
以
後
適
用
さ
れ
て
い
る
一
般
職

給
与
法
（
以
下
「
昭
和
六
十
年
七
月
以
後
の
一
般

職
給
与
法
」
と
い
う
。）
の
行
政
職
俸
給
表
�
の

適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級

が
三
級
以
上
の
級
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
も
の

で
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
期
間
が
合
わ
せ
て
百
二
十

月
を
超
え
て
い
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
第

五
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般

職
給
与
法
の
公
安
職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で
あ
っ

た
も
の
の
う
ち
、
副
看
守
長
以
上
の
階
級
に
あ
っ

た
期
間
が
六
十
月
を
超
え
る
刑
務
官
又
は
警
備
士

補
以
上
の
階
級
に
あ
っ
た
期
間
が
六
十
月
を
超
え

る
入
国
警
備
官
で
あ
っ
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
第

十
一
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
六
年
十
月
以
前
の
一

般
職
給
与
法
の
教
育
職
俸
給
表
	
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
二
級
で

あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成

十
六
年
十
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
特
別
調
整
額
で
そ

の
額
が
俸
給
月
額
に
百
分
の
十
二
以
上
の
支
給
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
で
あ
る
も
の
（
こ
れ
に
準
ず

る
額
を
含
む
。）
の
支
給
を
受
け
て
い
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
第

十
二
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平
成
十
六
年
十
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の

一
般
職
給
与
法
の
教
育
職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
二
級
で

あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
平
成
十
六
年
十
月
以
後
平

成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
特
別
調
整
額
で

そ
の
額
が
俸
給
月
額
に
百
分
の
十
二
以
上
の
支
給

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
で
あ
る
も
の
（
こ
れ
に
準

ず
る
額
を
含
む
。）
の
支
給
を
受
け
て
い
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
第

十
六
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一

般
職
給
与
法
の
医
療
職
俸
給
表


の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
二
級
で

あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
昭
和
六
十
年
六
月
以
前
の
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一
般
職
給
与
法
の
医
療
職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
等
級
が
三
等

級
以
上
の
等
級
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
も
の
又

は
昭
和
六
十
年
七
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
の
医

療
職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の

属
す
る
職
務
の
級
が
二
級
以
上
の
級
で
あ
っ
た
期

間
を
有
す
る
も
の
で
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
期
間
が

合
わ
せ
て
三
百
六
十
月
を
超
え
て
い
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
第

二
十
五
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平
成
十
六
年
十
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前

の
旧
防
衛
庁
給
与
法
の
自
衛
隊
教
官
俸
給
表
の
適

用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

一
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
平
成
十
六
年
十
月

以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
旧
防
衛
庁
給
与
法

第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当

で
そ
の
計
算
の
基
礎
と
さ
れ
る
平
成
十
六
年
十
月

以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
旧
防
衛
庁
給
与
法

施
行
令
第
十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
割
合

が
百
分
の
五
で
あ
っ
た
も
の
の
支
給
を
受
け
る
者

で
あ
っ
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
イ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
第

二
十
八
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

別
表
第
二
イ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
各
号
、
別

表
第
三
イ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第

四
イ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
、
別
表
第
五
イ
の
表

第
十
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
六
イ
の
表
第
十

号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
六
ロ
の
表
第
十
号
区

分
の
項
各
号
、
別
表
第
七
イ
の
表
第
十
号
区
分
の

項
各
号
、
別
表
第
八
イ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
各

号
、
別
表
第
九
イ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
各
号
、

別
表
第
十
イ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表

第
十
一
イ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第

十
二
イ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
、
別
表
第
十
三
イ

の
表
第
十
号
区
分
の
項
、
別
表
第
十
四
イ
の
表
第

十
号
区
分
の
項
各
号
及
び
別
表
第
十
五
イ
の
表
第

十
号
区
分
の
項
に
掲
げ
る
者

１１

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
一
号
区
分
の
項
第
九

号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
別
表

第
一
ロ
の
表
第
一
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
二
ロ

の
表
第
一
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
九
ロ
の
表
第

一
号
区
分
の
項
及
び
別
表
第
十
四
ロ
の
表
第
一
号
区

分
の
項
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

１２

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
二
号
区
分
の
項
第
十

二
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
別

表
第
一
ロ
の
表
第
二
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
二

ロ
の
表
第
二
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
三
ロ
の
表

第
二
号
区
分
の
項
、
別
表
第
六
ハ
の
表
第
二
号
区
分

の
項
、
別
表
第
九
ロ
の
表
第
二
号
区
分
の
項
及
び
別

表
第
十
四
ロ
の
表
第
二
号
区
分
の
項
各
号
に
掲
げ
る

者
と
す
る
。

１３

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
三
号
区
分
の
項
各
号

に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
三
号
区
分
の
項
第

十
五
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平
成
十
八
年
四
月
以
後
平
成
十
九
年
一
月
以
前
の

旧
防
衛
庁
給
与
法
の
自
衛
官
俸
給
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
同
表
の
陸
将
補
、
海
将
補
及
び
空

将
補
の
�
欄
に
掲
げ
る
俸
給
月
額
を
受
け
て
い
た

も
の
の
う
ち
、
陸
将
補
、
海
将
補
又
は
空
将
補
以

上
の
階
級
に
あ
っ
た
期
間
が
三
十
月
を
超
え
て
い

た
も
の

（１の２）

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
三
号
区
分
の
項
第

十
五
号
の
二
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も

の

平
成
十
九
年
一
月
以
後
の
防
衛
省
給
与
法
の

自
衛
官
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表

の
陸
将
補
、
海
将
補
及
び
空
将
補
の
�
欄
に
掲
げ

る
俸
給
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の
の
う
ち
、
陸
将

補
、
海
将
補
又
は
空
将
補
以
上
の
階
級
に
あ
っ
た

期
間
が
三
十
月
を
超
え
て
い
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
三
号
区
分
の
項
第

十
六
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

別
表
第
一
ロ
の
表
第
三
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表

第
二
ロ
の
表
第
三
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
三

ロ
の
表
第
三
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
四
ロ
の

表
第
三
号
区
分
の
項
、
別
表
第
五
ロ
の
表
第
三
号

区
分
の
項
、
別
表
第
六
ハ
の
表
第
三
号
区
分
の
項
、

別
表
第
七
ロ
の
表
第
三
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表

第
十
四
ロ
の
表
第
三
号
区
分
の
項
及
び
別
表
第
十

五
ロ
の
表
第
三
号
区
分
の
項
別
表
ロ
の
表
第
三
号

区
分
の
項
に
掲
げ
る
者

１４

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
各
号

に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
第

六
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
の
海
事
職

俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
七
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
俸

給
の
特
別
調
整
額
の
区
分
が
一
種
の
官
職
を
占
め
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て
い
た
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。）

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
第

七
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
の
教
育
職

俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
俸

給
の
特
別
調
整
額
の
区
分
が
一
種
の
官
職
を
占
め

て
い
た
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。）

で
あ
り
、
か
つ
、
平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般

職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

期
末
手
当
で
そ
の
計
算
の
基
礎
と
さ
れ
る
平
成
十

八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四

第
五
項
に
規
定
す
る
人
事
院
規
則
で
定
め
る
割
合

が
百
分
の
二
十
で
あ
っ
た
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る

手
当
を
含
む
。）
の
支
給
を
受
け
る
者
で
あ
っ
た

も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
第

八
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
の
研
究
職

俸
給
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る

職
務
の
級
が
五
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
俸
給

の
特
別
調
整
額
の
区
分
が
一
種
の
官
職
を
占
め
て

い
た
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。）

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
第

九
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
の
医
療
職

俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
俸

給
の
特
別
調
整
額
の
区
分
が
一
種
の
官
職
を
占
め

て
い
た
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。）

で
あ
り
、
か
つ
、
平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般

職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

期
末
手
当
で
そ
の
計
算
の
基
礎
と
さ
れ
る
平
成
十

八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四

第
五
項
に
規
定
す
る
人
事
院
規
則
で
定
め
る
割
合

が
百
分
の
二
十
で
あ
っ
た
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る

手
当
を
含
む
。）
の
支
給
を
受
け
る
者
で
あ
っ
た

も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
第

十
九
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

別
表
第
二
ロ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表

第
三
ロ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
、
別
表
第
四
ロ
の

表
第
四
号
区
分
の
項
、
別
表
第
五
ロ
の
表
第
四
号

区
分
の
項
、
別
表
第
六
ハ
の
表
第
四
号
区
分
の
項

各
号
、
別
表
第
七
ロ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
、
別

表
第
八
ロ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第

九
ロ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
十
一

ロ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
、
別
表
第
十
四
ロ
の
表

第
四
号
区
分
の
項
各
号
及
び
別
表
第
十
五
ロ
の
表

第
四
号
区
分
の
項
に
掲
げ
る
者

１５

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
各
号

に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
第

七
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
の
教
育
職

俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
平

成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
で
そ
の
計

算
の
基
礎
と
さ
れ
る
平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
一

般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る

人
事
院
規
則
で
定
め
る
割
合
が
百
分
の
二
十
で

あ
っ
た
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。）

の
支
給
を
受
け
る
者
で
あ
っ
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
第

八
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
の
研
究
職

俸
給
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る

職
務
の
級
が
五
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
俸
給

の
特
別
調
整
額
の
区
分
が
二
種
の
官
職
を
占
め
て

い
た
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。）

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
第

九
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
の
医
療
職

俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
平

成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
で
そ
の
計

算
の
基
礎
と
さ
れ
る
平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
一

般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る

人
事
院
規
則
で
定
め
る
割
合
が
百
分
の
二
十
で

あ
っ
た
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。）

の
支
給
を
受
け
る
者
で
あ
っ
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
第

十
八
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

別
表
第
二
ロ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表

第
三
ロ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
四

ロ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
、
別
表
第
五
ロ
の
表
第

五
号
区
分
の
項
、
別
表
第
六
ハ
の
表
第
五
号
区
分

の
項
各
号
、
別
表
第
七
ロ
の
表
第
五
号
区
分
の
項

各
号
、
別
表
第
八
ロ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
各
号
、
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別
表
第
九
ロ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表

第
十
ロ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
、
別
表
第
十
一
ロ

の
表
第
五
号
区
分
の
項
、
別
表
第
十
三
ロ
の
表
第

五
号
区
分
の
項
、
別
表
第
十
四
ロ
の
表
第
五
号
区

分
の
項
、
別
表
第
十
五
ロ
の
表
第
五
号
区
分
の
項

及
び
別
表
第
十
六
の
表
第
五
号
区
分
の
項
に
掲
げ

る
者

１６

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
各
号

に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
第

六
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
の
海
事
職

俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
六
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
俸

給
の
特
別
調
整
額
の
区
分
が
一
種
又
は
二
種
の
官

職
を
占
め
て
い
た
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を

含
む
。）

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
第

八
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
の
研
究
職

俸
給
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る

職
務
の
級
が
五
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
俸
給

の
特
別
調
整
額
の
区
分
が
三
種
の
官
職
を
占
め
て

い
た
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。）

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
第

二
十
二
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

別
表
第
二
ロ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
各
号
、
別

表
第
三
ロ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第

四
ロ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
、
別
表
第
五
ロ
の
表

第
六
号
区
分
の
項
別
表
第
六
ハ
の
表
第
六
号
区
分

の
項
各
号
、
別
表
第
七
ロ
の
表
第
六
号
区
分
の
項

各
号
、
別
表
第
八
ロ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
各
号
、

別
表
第
九
ロ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表

第
十
ロ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
、
別
表
第
十
一
ロ

の
表
第
六
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
十
二
ロ
の

表
第
六
号
区
分
の
項
、
別
表
第
十
三
ロ
の
表
第
六

号
区
分
の
項
、
別
表
第
十
四
ロ
の
表
第
六
号
区
分

の
項
各
号
、
別
表
第
十
五
ロ
の
表
第
六
号
区
分
の

項
及
び
別
表
第
十
六
の
表
第
六
号
区
分
の
項
各
号

に
掲
げ
る
者

１７

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
各
号

に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
第

七
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
の
教
育
職

俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
三
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
平

成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
で
そ
の
計

算
の
基
礎
と
さ
れ
る
平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
一

般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る

人
事
院
規
則
で
定
め
る
割
合
が
百
分
の
十
五
で

あ
っ
た
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。）

の
支
給
を
受
け
る
者
で
あ
っ
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
第

二
十
二
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

別
表
第
二
ロ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
各
号
、
別

表
第
三
ロ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第

四
ロ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
、
別
表
第
五
ロ
の
表

第
七
号
区
分
の
項
、
別
表
第
六
ハ
の
表
第
七
号
区

分
の
項
各
号
、
別
表
第
七
ロ
の
表
第
七
号
区
分
の

項
各
号
、
別
表
第
八
ロ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
各

号
、
別
表
第
九
ロ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
各
号
、

別
表
第
十
ロ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表

第
十
一
ロ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第

十
二
ロ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
、
別
表
第
十
三
ロ

の
表
第
七
号
区
分
の
項
、
別
表
第
十
四
ロ
の
表
第

七
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
十
五
ロ
の
表
第
七

号
区
分
の
項
及
び
別
表
第
十
六
の
表
第
七
号
区
分

の
項
各
号
に
掲
げ
る
者

１８

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
各
号

に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
第

二
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
の
行
政
職

俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
三

人
以
上
の
職
種
の
長
（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以

後
適
用
さ
れ
て
い
る
人
事
院
規
則
九
―
八
（
初
任

給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
行
政
職
俸
給
表

�
級
別
標
準
職
務
表
に
規
定
す
る
電
話
交
換
手
の

組
長
、
作
業
船
の
船
長
、
機
関
長
、
甲
板
長
若
し

く
は
操
機
長
、
一
般
技
能
職
員
の
職
長
、
家
政
職

員
の
主
任
、
車
庫
長
又
は
守
衛
長
若
し
く
は
巡
視

長
（
人
事
院
規
則
が
適
用
さ
れ
る
者
以
外
の
者
で

こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
職
に
あ
る
こ
と
が
発
令
内
容
等
か
ら
確
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認
で
き
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。）（
二
人
の
職
種
の
長
と
当
該
二
人
の
職
種

の
長
の
直
接
指
揮
監
督
す
る
者
が
合
わ
せ
て
お
お

む
ね
十
人
以
上
で
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二

人
の
職
種
の
長
）
を
直
接
指
揮
監
督
す
る
職
務
に

従
事
し
て
い
た
者
（
そ
の
事
実
が
発
令
内
容
等
か

ら
確
認
で
き
る
も
の
に
限
る
。）

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
第

三
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
の
専
門
行

政
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属

す
る
職
務
の
級
が
三
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、

俸
給
の
特
別
調
整
額
の
区
分
が
五
種
又
は
五
種
よ

り
高
い
区
分
の
官
職
を
占
め
て
い
た
も
の
（
こ
れ

に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。）

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
第

十
二
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
の
医
療

職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属

す
る
職
務
の
級
が
二
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、

俸
給
の
特
別
調
整
額
の
区
分
が
五
種
又
は
五
種
よ

り
高
い
区
分
の
官
職
を
占
め
て
い
た
も
の
（
こ
れ

に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。）

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
第

十
三
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
の
医
療

職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属

す
る
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、

俸
給
の
特
別
調
整
額
の
区
分
が
四
種
又
は
四
種
よ

り
高
い
区
分
の
官
職
を
占
め
て
い
た
も
の
（
こ
れ

に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。）

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
第

十
五
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
の
福
祉

職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
俸

給
の
特
別
調
整
額
の
区
分
が
四
種
又
は
四
種
よ
り

高
い
区
分
の
官
職
を
占
め
て
い
た
も
の
（
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
を
含
む
。）

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
第

二
十
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平
成
十
八
年
四
月
以
後
同
年
七
月
以
前
の
旧
防
衛

庁
給
与
法
の
防
衛
参
事
官
等
俸
給
表
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
一
級
で

あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
同
表
の
一
級
の
欄
七
号
俸

の
俸
給
月
額
以
上
の
俸
給
月
額
を
受
け
て
い
た
も

の
で
、
か
つ
、
平
成
十
八
年
四
月
以
後
同
年
七
月

以
前
の
旧
防
衛
庁
給
与
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
で
そ
の
計
算
の
基
礎
と

さ
れ
る
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
七
月
三

十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
旧
防

衛
庁
給
与
法
施
行
令
（
以
下
「
平
成
十
八
年
四
月

以
後
同
年
七
月
以
前
の
旧
防
衛
庁
給
与
法
施
行

令
」
と
い
う
。）
第
十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定

す
る
割
合
が
百
分
の
九
で
あ
っ
た
も
の
の
支
給
を

受
け
る
者
で
あ
っ
た
も
の

	

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
第

二
十
五
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

別
表
第
二
ロ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
各
号
、
別

表
第
三
ロ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第

四
ロ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
、
別
表
第
五
ロ
の
表

第
八
号
区
分
の
項
、
別
表
第
六
ハ
の
表
第
八
号
区

分
の
項
各
号
、
別
表
第
七
ロ
の
表
第
八
号
区
分
の

項
各
号
、
別
表
第
八
ロ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
各

号
、
別
表
第
九
ロ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
各
号
、

別
表
第
十
ロ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表

第
十
一
ロ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第

十
二
ロ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
、
別
表
第
十
三
ロ

の
表
第
八
号
区
分
の
項
、
別
表
第
十
四
ロ
の
表
第

八
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
十
五
ロ
の
表
第
八

号
区
分
の
項
及
び
別
表
第
十
六
の
表
第
八
号
区
分

の
項
各
号
に
掲
げ
る
者

１９

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
各
号

に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。




施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
第

五
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
の
公
安
職

俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
皇

宮
警
部
補
以
上
の
階
級
に
あ
っ
た
期
間
が
百
五
十

六
月
を
超
え
る
皇
宮
護
衛
官
、
副
看
守
長
以
上
の

階
級
に
あ
っ
た
期
間
が
百
二
十
月
を
超
え
る
刑
務

官
又
は
警
備
士
以
上
の
階
級
に
あ
っ
た
期
間
が
二

十
四
月
を
超
え
る
入
国
警
備
官
で
あ
っ
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
第

二
十
一
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平
成
十
八
年
四
月
以
後
同
年
七
月
以
前
の
旧
防

衛
庁
給
与
法
の
防
衛
参
事
官
等
俸
給
表
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
一
級

で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
平
成
十
八
年
四
月
以
後

同
年
七
月
以
前
の
旧
防
衛
庁
給
与
法
第
十
八
条
の
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二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
で
そ
の
計
算

の
基
礎
と
さ
れ
る
平
成
十
八
年
四
月
以
後
同
年
七

月
以
前
の
旧
防
衛
庁
給
与
法
施
行
令
第
十
二
条
の

六
第
二
項
に
規
定
す
る
割
合
が
百
分
の
九
で
あ
っ

た
も
の
の
支
給
を
受
け
る
者
で
あ
っ
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
第

二
十
二
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平
成
十
八
年
四
月
以
後
平
成
十
九
年
一
月
以
前

の
旧
防
衛
庁
給
与
法
の
自
衛
隊
教
官
俸
給
表
の
適

用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

一
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
平
成
十
八
年
四
月

以
後
平
成
十
九
年
一
月
以
前
の
旧
防
衛
庁
給
与
法

第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当

で
そ
の
計
算
の
基
礎
と
さ
れ
る
平
成
十
八
年
四
月

一
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
八
日
ま
で
の
間
に
お

い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
旧
防
衛
庁
給
与
法
施
行
令

（
以
下
「
平
成
十
八
年
四
月
以
後
平
成
十
九
年
一

月
以
前
の
旧
防
衛
庁
給
与
法
施
行
令
」
と
い

う
。）
第
十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
割
合

が
百
分
の
十
で
あ
っ
た
も
の
の
支
給
を
受
け
る
者

で
あ
っ
た
も
の

（３の２）

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
第

二
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る

も
の

平
成
十
九
年
一
月
以
後
の
防
衛
省
給
与
法

の
自
衛
隊
教
官
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者

で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
一
級
で
あ
っ
た
も
の

の
う
ち
、
平
成
十
九
年
一
月
以
後
の
防
衛
省
給
与

法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手

当
で
そ
の
計
算
の
基
礎
と
さ
れ
る
平
成
十
九
年
一

月
九
日
以
後
適
用
さ
れ
て
い
る
防
衛
省
の
職
員
の

給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年

政
令
第
三
百
六
十
八
号
。
以
下
「
平
成
十
九
年
一

月
以
後
の
防
衛
省
給
与
法
施
行
令
」
と
い
う
。）

第
十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
割
合
が
百
分

の
十
で
あ
っ
た
も
の
の
支
給
を
受
け
る
者
で
あ
っ

た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
第

二
十
五
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

別
表
第
二
ロ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
各
号
、
別

表
第
三
ロ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第

四
ロ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
、
別
表
第
五
ロ
の
表

第
九
号
区
分
の
項
、
別
表
第
六
ハ
の
表
第
九
号
区

分
の
項
各
号
、
別
表
第
七
ロ
の
表
第
九
号
区
分
の

項
各
号
、
別
表
第
九
ロ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
各

号
、
別
表
第
十
ロ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
各
号
、

別
表
第
十
一
ロ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
各
号
、
別

表
第
十
二
ロ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
、
別
表
第
十

三
ロ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
、
別
表
第
十
四
ロ
の

表
第
九
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
十
五
ロ
の
表

第
九
号
区
分
の
項
及
び
別
表
第
十
六
の
表
第
九
号

区
分
の
項
各
号
に
掲
げ
る
者

２０

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
各
号

に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
第

二
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
の
行
政
職

俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
三
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
昭

和
六
十
年
六
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
の
行
政
職

俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す

る
職
務
の
等
級
が
二
等
級
以
上
の
等
級
で
あ
っ
た

期
間
を
有
す
る
も
の
又
は
昭
和
六
十
年
七
月
以
後

の
一
般
職
給
与
法
の
行
政
職
俸
給
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級

以
上
の
級
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
も
の
で
、
か

つ
、
こ
れ
ら
の
期
間
が
合
わ
せ
て
百
二
十
月
を
超

え
て
い
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
第

五
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
の
公
安
職

俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
三
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
副

看
守
長
以
上
の
階
級
に
あ
っ
た
期
間
が
六
十
月
を

超
え
る
刑
務
官
又
は
警
備
士
補
以
上
の
階
級
に

あ
っ
た
期
間
が
六
十
月
を
超
え
る
入
国
警
備
官
で

あ
っ
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
第

十
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平

成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
の
教
育
職

俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
二
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
俸

給
の
特
別
調
整
額
の
区
分
が
四
種
又
は
四
種
よ
り

高
い
区
分
の
官
職
を
占
め
て
い
た
も
の
（
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
を
含
む
。）

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
第

十
四
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与
法
の
医
療

職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属

す
る
職
務
の
級
が
二
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、

昭
和
六
十
年
六
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
の
医
療

職
俸
給
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
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第
一
号
区
分

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
裁
判
官
報
酬
法
第
十
五
条
の
規
定
の
適

用
を
受
け
て
い
た
判
事
で
あ
っ
た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
特
別
職
給
与
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
特
別
職
給
与
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
平
成
八
年
四
月

以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般
職
給
与

法
の
指
定
職
俸
給
表
九
号
俸
の
俸
給
月
額
に

相
当
す
る
額
以
上
の
俸
給
月
額
を
受
け
て
い

た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
特
別
職
給
与
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者

�

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
適
用
さ

れ
て
い
た
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

六
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
附
則
第
二
項
又

は
第
三
項
（
以
下
「
平
成
十
六
年
特
別
職
給

与
法
第
百
四
十
六
号
附
則
」
と
い
う
。）
の

規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者

す
る
職
務
の
等
級
が
三
等
級
以
上
の
等
級
で
あ
っ

た
期
間
を
有
す
る
も
の
又
は
昭
和
六
十
年
七
月
以

後
の
一
般
職
給
与
法
の
医
療
職
俸
給
表
�
の
適
用

を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
二

級
以
上
の
級
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
も
の
で
、

か
つ
、
こ
れ
ら
の
期
間
が
合
わ
せ
て
三
百
六
十
月

を
超
え
て
い
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
第

二
十
二
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

平
成
十
八
年
四
月
以
後
平
成
十
九
年
一
月
以
前

の
旧
防
衛
庁
給
与
法
の
自
衛
隊
教
官
俸
給
表
の
適

用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

一
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
平
成
十
八
年
四
月

以
後
平
成
十
九
年
一
月
以
前
の
旧
防
衛
庁
給
与
法

第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当

で
そ
の
計
算
の
基
礎
と
さ
れ
る
平
成
十
八
年
四
月

以
後
平
成
十
九
年
一
月
以
前
の
旧
防
衛
庁
給
与
法

施
行
令
第
十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
割
合

が
百
分
の
五
で
あ
っ
た
も
の
の
支
給
を
受
け
る
者

で
あ
っ
た
も
の

（５の２）

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
第

二
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る

も
の

平
成
十
九
年
一
月
以
後
の
防
衛
省
給
与
法

の
自
衛
隊
教
官
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者

で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
一
級
で
あ
っ
た
も
の

の
う
ち
、
平
成
十
九
年
一
月
以
後
の
防
衛
省
給
与

法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手

当
で
そ
の
計
算
の
基
礎
と
さ
れ
る
平
成
十
九
年
一

月
以
後
の
防
衛
省
給
与
法
施
行
令
第
十
二
条
の
六

第
二
項
に
規
定
す
る
割
合
が
百
分
の
五
で
あ
っ
た

も
の
の
支
給
を
受
け
る
者
で
あ
っ
た
も
の

�

施
行
令
別
表
第
一
ロ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
第

二
十
五
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

別
表
第
二
ロ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
各
号
、
別

表
第
三
ロ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第

四
ロ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
、
別
表
第
五
ロ
の
表

第
十
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
六
ハ
の
表
第
十

号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
七
ロ
の
表
第
十
号
区

分
の
項
各
号
、
別
表
第
八
ロ
の
表
第
十
号
区
分
の

項
各
号
、
別
表
第
九
ロ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
各

号
、
別
表
第
十
ロ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
各
号
、

別
表
第
十
一
ロ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
各
号
、
別

表
第
十
二
ロ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
、
別
表
第
十

三
ロ
の
表
第
十
号
区
分
の
項
、
別
表
第
十
四
ロ
の

表
第
十
号
区
分
の
項
各
号
、
別
表
第
十
五
ロ
の
表

第
十
号
区
分
の
項
及
び
別
表
第
十
六
の
表
第
十
号

区
分
の
項
に
掲
げ
る
者

第
四

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
第
二
条
及

び
第
三
条
関
係

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
以
下
「
経

過
措
置
令
」
と
い
う
。）
第
二
条
及
び
第
三
条
に
規
定

す
る
俸
給
月
額
は
、
退
職
し
た
者
で
国
家
公
務
員
退
職

手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律

第
百
十
五
号
）
附
則
第
三
条
第
二
項
第
八
号
及
び
第
九

号
並
び
に
経
過
措
置
令
第
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
も
の
が
第
二
の
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
同
法
の
施
行
の
日
の
前
日
を
含
む
特

定
基
礎
在
職
期
間
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
項
の
各
号
に
定

め
る
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る

場
合
に
当
該
特
定
基
礎
在
職
期
間
に
そ
の
者
に
適
用
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
初
任
給
の
決
定
、
昇
格
、
昇
給
等
に

関
す
る
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
場
合
に
そ
の
者
が

同
日
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
俸
給
月
額
と
す
る
。

別
表
第
一

特
別
の
事
情
に
よ
る
俸
給
月
額
を
受
け
て
い

た
者
等
で
あ
っ
た
基
礎
在
職
期
間
に
お
け
る
職
員
の
区

分
に
つ
い
て
の
表
（
第
三
関
係
）

イ

平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
の
基
礎
在
職
期
間
に
お
け
る
職
員
の

区
分
に
つ
い
て
の
表
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�

平
成
九
年
六
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
任
期
付
研
究
員
法
第
六
条
第
四
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
平
成
九
年
六

月
四
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
一
般
職

給
与
法
（
以
下
「
平
成
九
年
六
月
以
後
平
成

十
八
年
三
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
」
と
い

う
。）
の
指
定
職
俸
給
表
九
号
俸
の
俸
給
月

額
に
相
当
す
る
額
以
上
の
俸
給
月
額
を
受
け

て
い
た
も
の

�

平
成
十
二
年
十
一
月
以
後
平
成
十
八
年
三

月
以
前
の
任
期
付
職
員
法
第
七
条
第
三
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
平
成
十
二

年
十
一
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て

い
た
一
般
職
給
与
法
（
以
下
「
平
成
十
二
年

十
一
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般

職
給
与
法
」
と
い
う
。）
の
指
定
職
俸
給
表

九
号
俸
の
俸
給
月
額
に
相
当
す
る
額
以
上
の

俸
給
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

�

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
適
用
さ

れ
て
い
た
二
千
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
政
府

代
表
の
設
置
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成

十
四
年
法
律
第
十
九
号
）
第
六
条
の
規
定
の

適
用
を
受
け
て
い
た
者

第
二
号
区
分

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
裁
判
官
報
酬
法
第
十
五
条
の
規
定
の
適

用
を
受
け
て
い
た
簡
易
裁
判
所
判
事
で
あ
っ

た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
特
別
職
給
与
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
平
成
八
年
四
月

以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般
職
給
与

法
の
指
定
職
俸
給
表
九
号
俸
の
俸
給
月
額
に

相
当
す
る
額
に
満
た
な
い
俸
給
月
額
を
受
け

て
い
た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
十

一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
適
用
さ
れ

て
い
た
特
別
職
給
与
法
（
以
下
「
平
成
八
年

四
月
以
後
平
成
十
四
年
十
一
月
以
前
の
特
別

職
給
与
法
」
と
い
う
。）
附
則
第
三
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
平
成
八
年
四

月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
十
一
月
三
十
日
ま

で
の
間
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
一
般
職

給
与
法
（
以
下
「
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成

十
四
年
十
一
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
」
と

い
う
。）
の
指
定
職
俸
給
表
四
号
俸
の
俸
給

月
額
に
相
当
す
る
額
以
上
の
俸
給
月
額
を
受

け
て
い
た
も
の

�

平
成
十
四
年
十
二
月
以
後
平
成
十
八
年
三

月
以
前
の
特
別
職
給
与
法
附
則
第
三
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
平
成
十
四
年

十
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
一

般
職
給
与
法
（
以
下
「
平
成
十
四
年
十
二
月

以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般
職
給
与

法
」
と
い
う
。）
の
指
定
職
俸
給
表
四
号
俸

の
俸
給
月
額
に
相
当
す
る
額
以
上
の
俸
給
月

額
を
受
け
て
い
た
も
の

	

平
成
九
年
六
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
任
期
付
研
究
員
法
第
六
条
第
四
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
平
成
九
年
六

月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般
職
給

与
法
の
指
定
職
俸
給
表
九
号
俸
の
俸
給
月
額

に
満
た
な
い
俸
給
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

�

平
成
十
二
年
十
一
月
以
後
平
成
十
八
年
三

月
以
前
の
任
期
付
職
員
法
第
七
条
第
三
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
平
成
十
二

年
十
一
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一

般
職
給
与
法
の
指
定
職
俸
給
表
九
号
俸
の
俸

給
月
額
に
相
当
す
る
額
に
満
た
な
い
俸
給
月

額
を
受
け
て
い
た
も
の

第
三
号
区
分

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
検
察
官
俸
給
法
第
九
条
の
規
定
の
適
用

を
受
け
て
い
た
者

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
四
年
十
一
月

以
前
の
特
別
職
給
与
法
附
則
第
三
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
平
成
八
年
四
月

以
後
平
成
十
四
年
十
一
月
以
前
の
一
般
職
給

与
法
の
指
定
職
俸
給
表
四
号
俸
の
俸
給
月
額

に
相
当
す
る
額
に
満
た
な
い
俸
給
月
額
を
受

け
て
い
た
も
の
（
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成

十
四
年
十
一
月
以
前
の
特
別
職
給
与
法
別
表

第
三
に
掲
げ
る
八
号
俸
の
俸
給
月
額
に
そ
の

額
と
同
表
に
掲
げ
る
七
号
俸
の
俸
給
月
額
と

の
差
額
の
三
倍
に
相
当
す
る
額
を
超
え
八
倍

に
相
当
す
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
額
を

加
え
た
額
の
俸
給
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

に
限
る
。）

�

平
成
十
四
年
十
二
月
以
後
平
成
十
八
年
三

月
以
前
の
特
別
職
給
与
法
附
則
第
三
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
平
成
十
四
年

十
二
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
一
般

職
給
与
法
の
指
定
職
俸
給
表
四
号
俸
の
俸
給

月
額
に
相
当
す
る
額
に
満
た
な
い
俸
給
月
額

を
受
け
て
い
た
も
の

第
四
号
区
分

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
四
年
十
一
月

以
前
の
特
別
職
給
与
法
第
三
条
第
五
項
又
は

附
則
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た

者
で
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
四
年
十
一

月
以
前
の
特
別
職
給
与
法
別
表
第
三
に
掲
げ

る
八
号
俸
の
俸
給
月
額
に
そ
の
額
と
同
表
に

掲
げ
る
七
号
俸
の
俸
給
月
額
と
の
差
額
の
二

倍
又
は
三
倍
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
の

俸
給
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
六
年
十
月
以
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前
の
一
般
職
給
与
法
の
教
育
職
俸
給
表
�
の

適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務

の
級
が
五
級
で
あ
っ
た
も
の

第
五
号
区
分

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
四
年
十
一
月

以
前
の
特
別
職
給
与
法
第
三
条
第
五
項
又
は

附
則
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た

者
で
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
四
年
十
一

月
以
前
の
特
別
職
給
与
法
別
表
第
三
に
掲
げ

る
八
号
俸
の
俸
給
月
額
に
そ
の
額
と
同
表
に

掲
げ
る
七
号
俸
の
俸
給
月
額
と
の
差
額
を
加

え
た
額
の
俸
給
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
六
年
十
月
以

前
の
一
般
職
給
与
法
の
教
育
職
俸
給
表
�
の

適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務

の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
平
成

八
年
四
月
以
後
平
成
十
六
年
十
月
以
前
の
一

般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
期
末
手
当
で
そ
の
計
算
の
基
礎
と
さ

れ
る
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
三
年
三
月

以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
四

項
又
は
平
成
十
三
年
四
月
以
後
平
成
十
六
年

十
月
以
前
の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四

第
五
項
に
規
定
す
る
人
事
院
規
則
で
定
め
る

割
合
が
百
分
の
二
十
で
あ
っ
た
も
の
（
こ
れ

に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。）
の
支
給
を
受
け

る
者
で
あ
っ
た
も
の

第
六
号
区
分

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
六
年
十
月
以
前
の

一
般
職
給
与
法
の
教
育
職
俸
給
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四

級
で
あ
っ
た
も
の
（
そ
の
者
の
職
務
が
教
授
で

あ
り
、
か
つ
、
学
科
の
長
（
こ
れ
に
準
ず
る
者

を
含
む
。）で
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。）の
う
ち
、

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
六
年
十
月
以
前
の

一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
期
末
手
当
で
そ
の
計
算
の
基
礎
と
さ
れ

る
平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
三
年
三
月
以
前

の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
四
項
又
は

平
成
十
三
年
四
月
以
後
平
成
十
六
年
十
月
以
前

の
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
五
項
に
規

定
す
る
人
事
院
規
則
で
定
め
る
割
合
が
百
分
の

十
五
で
あ
っ
た
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を

含
む
。）の
支
給
を
受
け
る
者
で
あ
っ
た
も
の

第
七
号
区
分

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
六
年
十
月
以
前
の

一
般
職
給
与
法
の
教
育
職
俸
給
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四

級
で
あ
っ
た
も
の
（
第
五
号
区
分
の
項
第
二
号

及
び
第
六
号
区
分
の
項
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。）

第
一
号
区
分

�

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
適
用
さ
れ
て

い
る
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
十
六
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
て
い
た
者

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
特
別
職
給
与
法

第
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い

た
者

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
特
別
職
給
与
法

第
三
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い

た
者
で
平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給

与
法
の
指
定
職
俸
給
表
六
号
俸
の
俸
給
月
額

に
相
当
す
る
額
以
上
の
俸
給
月
額
を
受
け
て

い
た
も
の

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
適
用
さ
れ
て
い
る

特
別
職
給
与
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
て
い
た
者

�

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
適
用
さ
れ
て

い
る
平
成
十
六
年
特
別
職
給
与
法
第
百
四
十

六
号
附
則
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
任
期
付
研
究
員

法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職

給
与
法
の
指
定
職
俸
給
表
六
号
俸
の
俸
給
月

額
に
相
当
す
る
額
以
上
の
俸
給
月
額
を
受
け

て
い
た
も
の

	

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
任
期
付
職
員
法

第
七
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い

た
者
で
平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給

与
法
の
指
定
職
俸
給
表
六
号
俸
の
俸
給
月
額

に
相
当
す
る
額
以
上
の
俸
給
月
額
を
受
け
て

い
た
も
の




平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
適
用
さ
れ
て

い
る
二
千
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
政
府
代
表

の
設
置
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
第
六
条
の
規

定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者

第
二
号
区
分

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
裁
判
官
報
酬
法

第
十
五
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
簡

易
裁
判
所
判
事

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
特
別
職
給
与
法

第
三
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い

た
者
で
平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給

与
法
の
指
定
職
俸
給
表
六
号
俸
の
俸
給
月
額

に
相
当
す
る
額
に
満
た
な
い
俸
給
月
額
を
受

け
て
い
た
も
の

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
特
別
職
給
与
法

附
則
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た

者
で
平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与

法
の
指
定
職
俸
給
表
一
号
俸
の
俸
給
月
額
に

相
当
す
る
額
以
上
の
俸
給
月
額
を
受
け
て
い

た
も
の

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
任
期
付
研
究
員

法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職

給
与
法
の
指
定
職
俸
給
表
六
号
俸
の
俸
給
月

額
に
満
た
な
い
俸
給
月
額
を
受
け
て
い
た
も

ロ

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
の
基
礎
在
職
期
間
に

お
け
る
職
員
の
区
分
に
つ
い
て
の
表

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律（平成１７年法律第１１５号）の施行後の退職手当の取扱いについて（通知）（抄）
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の
�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
任
期
付
職
員
法

第
七
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い

た
者
で
平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給

与
法
の
指
定
職
俸
給
表
六
号
俸
の
俸
給
月
額

に
相
当
す
る
額
に
満
た
な
い
俸
給
月
額
を
受

け
て
い
た
も
の

第
三
号
区
分

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
検
察
官
俸
給
法

第
九
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
特
別
職
給
与
法

附
則
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た

者
で
平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
一
般
職
給
与

法
の
指
定
職
俸
給
表
一
号
俸
の
俸
給
月
額
に

相
当
す
る
額
に
満
た
な
い
俸
給
月
額
を
受
け

て
い
た
も
の

第
一
号
区
分

�

平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
適
用
さ
れ

て
い
た
国
会
職
員
給
与
規
程
（
以
下
「
平
成

八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
国

会
職
員
給
与
規
程
」
と
い
う
。）
の
特
別
給

料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
各
議

院
事
務
局
の
常
任
委
員
会
専
門
員
及
び
国
立

国
会
図
書
館
の
専
門
調
査
員
の
項
三
号
給
の

給
料
月
額
以
上
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た

も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
指
定
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
九
号
給
の

給
料
月
額
以
上
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た

も
の

第
二
号
区
分

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
特
別
給
料
表
各

議
院
事
務
局
の
常
任
委
員
会
専
門
員
及
び
国

立
国
会
図
書
館
の
専
門
調
査
員
の
項
の
適
用

を
受
け
て
い
た
者
で
同
項
一
号
給
又
は
二
号

給
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
指
定
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
四
号
給
か

ら
八
号
給
ま
で
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た

も
の

第
三
号
区
分

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の

国
会
職
員
給
与
規
程
の
指
定
職
給
料
表
の
適
用

を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
一
号
給
か
ら
三
号
給

ま
で
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

第
四
号
区
分

�

平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
十

一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
適
用
さ
れ

て
い
た
国
会
職
員
給
与
規
程
（
以
下
「
平
成

八
年
四
月
以
後
平
成
十
四
年
十
一
月
以
前
の

国
会
職
員
給
与
規
程
」
と
い
う
。）
第
一
条

第
十
三
項
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
平
成

八
年
四
月
以
後
平
成
十
四
年
十
一
月
以
前
の

国
会
職
員
給
与
規
程
の
特
別
給
料
表
各
議
院

事
務
局
の
議
長
又
は
副
議
長
の
秘
書
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
参
事
の
項
に
掲
げ
る
八
号
給
の

給
料
月
額
に
そ
の
額
と
同
項
に
掲
げ
る
七
号

給
の
給
料
月
額
と
の
差
額
の
二
倍
又
は
三
倍

に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
の
給
料
月
額
を

受
け
て
い
た
も
の

�

平
成
十
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
適
用

さ
れ
て
い
た
国
会
職
員
給
与
規
程
（
以
下

「
平
成
十
四
年
十
二
月
以
後
平
成
十
八
年
三

月
以
前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
」
と
い

う
。）
の
特
別
給
料
表
各
議
院
事
務
局
の
議

長
又
は
副
議
長
の
秘
書
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

参
事
の
項
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
項

十
号
給
又
は
十
一
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け

て
い
た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
行
政
職
給
料
表

�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る

職
務
の
級
が
十
一
級
で
あ
っ
た
も
の

第
五
号
区
分

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
四
年
十
一
月

以
前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
第
一
条
第
十
三

項
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
平
成
八
年
四

月
以
後
平
成
十
四
年
十
一
月
以
前
の
国
会
職

員
給
与
規
程
の
特
別
給
料
表
各
議
院
事
務
局

の
議
長
又
は
副
議
長
の
秘
書
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
参
事
の
項
に
掲
げ
る
八
号
給
の
給
料
月

額
に
そ
の
額
と
同
項
に
掲
げ
る
七
号
給
の
給

料
月
額
と
の
差
額
を
加
え
た
額
の
給
料
月
額

を
受
け
て
い
た
も
の

�

平
成
十
四
年
十
二
月
以
後
平
成
十
八
年
三

月
以
前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
特
別
給
料

表
各
議
院
事
務
局
の
議
長
又
は
副
議
長
の
秘

書
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
参
事
の
項
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
同
項
九
号
給
の
給
料
月
額

を
受
け
て
い
た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
行
政
職
給
料
表

�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る

職
務
の
級
が
十
級
で
あ
っ
た
も
の

第
六
号
区
分

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
特
別
給
料
表
各

議
院
事
務
局
の
議
長
又
は
副
議
長
の
秘
書
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
参
事
の
項
の
適
用
を
受
け

別
表
第
二

国
会
職
員
で
あ
っ
た
基
礎
在
職
期
間
に
お
け

る
職
員
の
区
分
に
つ
い
て
の
表
（
第
三
関
係
）

イ

平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
の
基
礎
在
職
期
間
に
お
け
る
職
員
の

区
分
に
つ
い
て
の
表

その他 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律（平成１７年法律第１１５号）の施行後の退職手当の取扱いについて（通知）（抄）
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て
い
た
者
で
同
項
五
号
給
か
ら
八
号
給
ま
で

の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
行
政
職
給
料
表

�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る

職
務
の
級
が
九
級
で
あ
っ
た
も
の

第
七
号
区
分

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
特
別
給
料
表
各

議
院
事
務
局
の
議
長
又
は
副
議
長
の
秘
書
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
参
事
の
項
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
同
項
三
号
給
又
は
四
号
給
の
給

料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
行
政
職
給
料
表

�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る

職
務
の
級
が
八
級
で
あ
っ
た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
速
記
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職

務
の
級
が
八
級
で
あ
っ
た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
議
院
警
察
職
給

料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
七
級
で
あ
っ
た
も
の

第
八
号
区
分

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
行
政
職
給
料
表

�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る

職
務
の
級
が
七
級
で
あ
っ
た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
速
記
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職

務
の
級
が
七
級
で
あ
っ
た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
議
院
警
察
職
給

料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
六
級
で
あ
っ
た
も
の

第
九
号
区
分

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
特
別
給
料
表
各

議
院
事
務
局
の
議
長
又
は
副
議
長
の
秘
書
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
参
事
の
項
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
同
項
二
号
給
の
給
料
月
額
を
受

け
て
い
た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
行
政
職
給
料
表

�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る

職
務
の
級
が
六
級
で
あ
っ
た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
行
政
職
給
料
表

�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る

職
務
の
級
が
六
級
で
あ
っ
た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
速
記
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職

務
の
級
が
六
級
で
あ
っ
た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
議
院
警
察
職
給

料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
っ
た
も
の

第
十
号
区
分

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
特
別
給
料
表
各

議
院
事
務
局
の
議
長
又
は
副
議
長
の
秘
書
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
参
事
の
項
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
同
項
一
号
給
の
給
料
月
額
を
受

け
て
い
た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
行
政
職
給
料
表

�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る

職
務
の
級
が
四
級
又
は
五
級
で
あ
っ
た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
行
政
職
給
料
表

�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る

職
務
の
級
が
三
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、

昭
和
六
十
年
六
月
三
十
日
以
前
に
適
用
さ
れ

て
い
た
国
会
職
員
給
与
規
程
（
以
下
「
昭
和

六
十
年
六
月
以
前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
」

と
い
う
。）
の
行
政
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
等
級

が
二
等
級
以
上
の
等
級
で
あ
っ
た
期
間
を
有

す
る
も
の
若
し
く
は
昭
和
六
十
年
七
月
一
日

以
後
適
用
さ
れ
て
い
る
国
会
職
員
給
与
規
程

（
以
下
「
昭
和
六
十
年
七
月
以
後
の
国
会
職

員
給
与
規
程
」
と
い
う
。）
の
行
政
職
給
料

表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
三
級
以
上
の
級
で
あ
っ
た
期

間
を
有
す
る
も
の
で
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
期

間
が
合
わ
せ
て
百
二
十
月
を
超
え
て
い
た
も

の
又
は
四
級
若
し
く
は
五
級
で
あ
っ
た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
速
記
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職

務
の
級
が
四
級
又
は
五
級
で
あ
っ
た
も
の

�

平
成
八
年
四
月
以
後
平
成
十
八
年
三
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
議
院
警
察
職
給

料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
三
級
又
は
四
級
で
あ
っ
た
も

の

第
一
号
区
分

�

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
適
用
さ
れ
て

い
る
国
会
職
員
給
与
規
程
（
以
下
「
平
成
十

八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与
規
程
」
と

い
う
。）
の
特
別
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
同
表
各
議
院
事
務
局
の
常
任
委
員

ロ

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
の
基
礎
在
職
期
間
に

お
け
る
職
員
の
区
分
に
つ
い
て
の
表
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会
専
門
員
及
び
国
立
国
会
図
書
館
の
専
門
調

査
員
の
項
三
号
給
の
給
料
月
額
以
上
の
給
料

月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い

た
者
で
同
表
六
号
給
の
給
料
月
額
以
上
の
給

料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

�

平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
後
適
用
さ
れ
て

い
る
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関

す
る
規
程
（
以
下
「
平
成
二
十
年
四
月
以
後

の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規
程
」
と
い

う
。）
第
二
条
第
三
項
の
適
用
を
受
け
て
い

た
者
で
平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員

給
与
規
程
の
指
定
職
給
料
表
六
号
給
の
給
料

月
額
に
相
当
す
る
額
以
上
の
給
料
月
額
を
受

け
て
い
た
も
の

第
二
号
区
分

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
特
別
給
料
表
各
議
院
事
務
局
の
常
任

委
員
会
専
門
員
及
び
国
立
国
会
図
書
館
の
専

門
調
査
員
の
項
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で

同
項
一
号
給
又
は
二
号
給
の
給
料
月
額
を
受

け
て
い
た
も
の

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い

た
者
で
同
表
一
号
給
か
ら
五
号
給
ま
で
の
給

料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

�

平
成
二
十
年
四
月
以
後
の
特
定
任
期
付
職

員
給
与
特
例
規
程
第
二
条
第
一
項
の
給
料
表

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
七
号
給
の

給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

�

平
成
二
十
年
四
月
以
後
の
特
定
任
期
付
職

員
給
与
特
例
規
程
第
二
条
第
三
項
の
適
用
を

受
け
て
い
た
者
で
平
成
十
八
年
四
月
以
後
の

国
会
職
員
給
与
規
程
の
指
定
職
給
料
表
六
号

給
の
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
に
満
た
な
い

給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

第
三
号
区
分

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
特
別
給
料
表
各
議
院
事
務
局
の
議
長

又
は
副
議
長
の
秘
書
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
参

事
の
項
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
項
十

二
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
行
政
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
十
級
で

あ
っ
た
も
の

第
四
号
区
分

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
特
別
給
料
表
各
議
院
事
務
局
の
議
長

又
は
副
議
長
の
秘
書
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
参

事
の
項
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
項
十

号
給
又
は
十
一
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け
て

い
た
も
の

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
行
政
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
九
級
で

あ
っ
た
も
の

�

平
成
二
十
年
四
月
以
後
の
特
定
任
期
付
職

員
給
与
特
例
規
程
第
二
条
第
一
項
の
給
料
表

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
六
号
給
の

給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

第
五
号
区
分

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
特
別
給
料
表
各
議
院
事
務
局
の
議
長

又
は
副
議
長
の
秘
書
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
参

事
の
項
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
項
九

号
給
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
行
政
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
八
級
で

あ
っ
た
も
の

�

平
成
二
十
年
四
月
以
後
の
特
定
任
期
付
職

員
給
与
特
例
規
程
第
二
条
第
一
項
の
給
料
表

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
五
号
給
の

給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

第
六
号
区
分

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
特
別
給
料
表
各
議
院
事
務
局
の
議
長

又
は
副
議
長
の
秘
書
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
参

事
の
項
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
項
五

号
給
か
ら
八
号
給
ま
で
の
給
料
月
額
を
受
け

て
い
た
も
の

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
行
政
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
七
級
で

あ
っ
た
も
の

�

平
成
二
十
年
四
月
以
後
の
特
定
任
期
付
職

員
給
与
特
例
規
程
第
二
条
第
一
項
の
給
料
表

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
四
号
給
の

給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

第
七
号
区
分

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
特
別
給
料
表
各
議
院
事
務
局
の
議
長

又
は
副
議
長
の
秘
書
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
参

事
の
項
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
項
三

号
給
又
は
四
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い

た
も
の

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
行
政
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
六
級
で

あ
っ
た
も
の

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
速
記
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い

た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
六
級
で

あ
っ
た
も
の

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
議
院
警
察
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
六
級

で
あ
っ
た
も
の

�

平
成
二
十
年
四
月
以
後
の
特
定
任
期
付
職

員
給
与
特
例
規
程
第
二
条
第
一
項
の
給
料
表

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
三
号
給
の

給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の
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第
八
号
区
分

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
行
政
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五
級
で

あ
っ
た
も
の

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
行
政
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五
級
で

あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
三
人
以
上
の
職
種
の

長
（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
適
用
さ
れ

て
い
る
国
会
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給

等
の
基
準
に
関
す
る
件
（
昭
和
三
十
二
年
十

一
月
十
一
日
両
院
議
長
協
議
決
定
）
の
行
政

職
給
料
表
�
級
別
標
準
職
務
表
に
規
定
す
る

電
話
交
換
手
の
組
長
、
一
般
技
能
職
員
の
職

長
又
は
車
庫
長
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
職
に

あ
る
こ
と
が
発
令
内
容
等
か
ら
確
認
で
き
る

も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。）（
二
人
の
職
種
の
長
と
当
該
二
人
の
職

種
の
長
の
直
接
指
揮
監
督
す
る
者
が
合
わ
せ

て
お
お
む
ね
十
人
以
上
で
あ
っ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
二
人
の
職
種
の
長
）
を
直
接
指

揮
監
督
す
る
職
務
に
従
事
し
て
い
た
者
（
そ

の
事
実
が
発
令
内
容
等
か
ら
確
認
で
き
る
も

の
に
限
る
。）

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
速
記
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五
級
で

あ
っ
た
も
の

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
議
院
警
察
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五
級

で
あ
っ
た
も
の

�

平
成
二
十
年
四
月
以
後
の
特
定
任
期
付
職

員
給
与
特
例
規
程
第
二
条
第
一
項
の
給
料
表

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
一
号
給
又

は
二
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

第
九
号
区
分

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
特
別
給
料
表
各
議
院
事
務
局
の
議
長

又
は
副
議
長
の
秘
書
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
参

事
の
項
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
項
二

号
給
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
行
政
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で

あ
っ
た
も
の

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
行
政
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五
級
で

あ
っ
た
も
の
（
第
八
号
区
分
の
項
第
二
号
に

掲
げ
る
者
を
除
く
。）

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
速
記
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い

た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で

あ
っ
た
も
の

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
議
院
警
察
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級

で
あ
っ
た
も
の

第
十
号
区
分

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
特
別
給
料
表
各
議
院
事
務
局
の
議
長

又
は
副
議
長
の
秘
書
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
参

事
の
項
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
項
一

号
給
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
行
政
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で

あ
っ
た
も
の

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
行
政
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で

あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
昭
和
六
十
年
六
月
以

前
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
行
政
職
給
料
表

別
表
第
三
〜
別
表
第
十
五

〔
略
〕

�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る

職
務
の
等
級
が
二
等
級
以
上
の
等
級
で
あ
っ

た
期
間
を
有
す
る
も
の
若
し
く
は
昭
和
六
十

年
七
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与
規
程
の
行
政

職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ

の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
以
上
の
級
で

あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
も
の
で
、
か
つ
、
こ

れ
ら
の
期
間
が
合
わ
せ
て
百
二
十
月
を
超
え

て
い
た
も
の
又
は
四
級
で
あ
っ
た
も
の

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
速
記
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い

た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で

あ
っ
た
も
の

�

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
国
会
職
員
給
与

規
程
の
議
院
警
察
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級

で
あ
っ
た
も
の
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